
聖

籠

町

告

示

第

七

十

三

号

 

 
聖

籠

町

障

害

者

相

談

員

設

置

要

綱

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

 

 
 

平

成

二

十

三

年

十

一

月

二

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

聖

籠

町

長

 

渡

邊

 

廣

吉

 

 
 

 

聖

籠

町

障

害

者

相

談

員

設

置

要

綱

 

（

趣

旨

）

 

第

一

条

 

こ

の

告

示

は

、

身

体

障

害

者

福

祉

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

二

百

八

十

三

号

）

第

十

二

条

の

三

及

び

知

的

障

害

者

福

祉

法

（

昭

和

三

十

五

年

法

律

第

三

十

七

条

）

第

十

五

条

の

二

の

規

定

に

基

づ

き

、

障

害

の

あ

る

者

の

福

祉

の

増

進

を

図

る

た

め

、

障

害

の

あ

る

者

又

は

そ

の

保

護

者

等

か

ら

の

相

談

に

応

じ

、

更

生

に

必

要

な

援

助

等

を

行

う

相

談

員

の

設

置

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

相

談

員

の

名

称

）

 

第

二

条

 

こ

の

告

示

に

基

づ

く

相

談

員

の

名

称

は

、

身

体

障

害

者

福

祉

法

第

十

二

条

の

三

の

規

定

に

基

づ

く

身

体

障

害

者

相

談

員

及

び

知

的

障

害

者

福

祉

法

第

十

五

条

の

二

の

規

定

に

基

づ

く

知

的

障

害

者

相

談

員

を

総

称

し

て

障

害

者

相

談

員

（

以

下

「

相

談

員

」

と

い

う

。
）

と

す

る

。

 

 

（

資

格

）

 

第

三

条

 

町

長

は

、

次

の

要

件

を

満

た

す

者

に

相

談

員

の

業

務

を

委

託

す

る

。

 

 

一

 

人

格

見

識

が

高

く

、

社

会

的

信

望

が

あ

り

、

障

害

者

の

福

祉

増

進

に

熱

意

を

有

す

る

者

 

 

二

 

奉

仕

的

活

動

が

で

き

、

地

域

の

実

情

に

精

通

し

て

い

る

者

 

 

三

 

業

務

を

行

う

に

際

し

、

健

康

上

の

問

題

が

な

い

者

 

 

（

業

務

）

 

第

四

条

 

相

談

員

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

業

務

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 



 

一

 

身

体

に

障

害

の

あ

る

者

の

地

域

活

動

を

支

援

し

、

そ

の

推

進

を

図

る

こ

と

。

 

 

二

 
身

体

に

障

害

の

あ

る

者

の

更

生

援

護

に

関

す

る

相

談

に

応

じ

、

必

要

な

指

導

を

行

う

こ

と

。

 

 

三

 

身

体

に

障

害

の

あ

る

者

の

更

生

援

護

に

つ

き

、

関

係

機

関

の

業

務

に

協

力

す

る

こ

と

。

 

 

四

 

身

体

に

障

害

の

あ

る

者

に

対

す

る

町

民

の

認

識

及

び

理

解

を

深

め

る

た

め

、

関

係

団

体

等

と

の

連

携

の

う

え

、

普

及

啓

発

活

動

に

努

め

る

こ

と

。

 

 

五

 

知

的

障

害

者

の

家

庭

に

お

け

る

養

育

及

び

生

活

等

に

関

す

る

相

談

に

応

じ

、

必

要

な

指

導

及

び

助

言

を

行

う

こ

と

。

 

 

六

 

知

的

障

害

者

の

施

設

入

所

、

就

学

及

び

就

職

等

に

関

し

、

関

係

機

関

へ

連

絡

す

る

こ

と

。

 

 

七

 

知

的

障

害

者

に

対

す

る

援

護

思

想

の

普

及

に

努

め

る

こ

と

。

 

 

八

 

そ

の

他

、

前

各

号

に

付

帯

す

る

業

務

を

行

う

こ

と

。

 

 

（

相

談

員

の

責

務

）

 

第

五

条

 

相

談

員

は

、

そ

の

業

務

を

行

う

に

あ

た

っ

て

は

、

身

体

障

害

者

更

生

相

談

所

、

知

的

障

害

者

更

生

相

談

所

、

民

生

委

員

等

の

関

係

機

関

と

緊

密

な

連

携

を

保

た

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

相

談

員

は

、

そ

の

業

務

を

行

う

に

あ

た

っ

て

は

、

身

体

に

障

害

の

あ

る

者

及

び

知

的

障

害

者

の

人

格

を

尊

重

し

、

そ

の

身

上

及

び

家

族

に

関

す

る

秘

密

を

守

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

相

談

員

は

、

そ

の

業

務

を

行

う

に

あ

た

っ

て

は

、

障

害

者

相

談

員

証

（

別

記

様

式

第

一

号

）

を

携

帯

す

る

も

の

と

す

る

。

 

４

 

相

談

員

は

、

相

談

援

助

技

術

及

び

相

談

能

力

向

上

の

た

め

、

必

要

な

研

修

を

積

極

的

に

受

講

す

る

も

の

と

す

る

。

 

５

 

相

談

員

は

、

年

間

の

業

務

状

況

を

取

り

ま

と

め

の

上

、

障

害

者

相

談

員

業

務

報

告

書

（

別

記

様

式

第

二

号

）

に

よ

り

、

町

長

に

報

告

す

る

も

の

と

す

る

。

 



 

（

委

託

の

期

間

）

 
第

六

条

 

相

談

員

の

業

務

の

委

託

の

期

間

は

、

四

月

一

日

か

ら

翌

年

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

と

す

る

。

た

だ

し

、

年

度

の

途

中

で

業

務

を

委

託

し

た

場

合

は

、

当

該

委

託

の

日

か

ら

委

託

を

受

け

た

年

度

の

末

日

ま

で

と

す

る

。

 

 

（

解

除

）

 

第

七

条

 

町

長

は

、

相

談

員

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

場

合

に

は

、

相

談

員

の

業

務

の

委

託

を

解

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

。

 

 

一

 

業

務

の

遂

行

に

支

障

が

あ

り

、

又

は

こ

れ

に

堪

え

な

い

場

合

 

 

二

 

業

務

を

怠

り

、

又

は

業

務

上

の

義

務

に

違

反

し

た

場

合

 

 

三

 

相

談

員

と

し

て

ふ

さ

わ

し

く

な

い

非

行

の

あ

っ

た

場

合

 

 

（

業

務

に

係

る

手

当

等

）

 

第

八

条

 

相

談

員

の

業

務

の

委

託

に

係

る

手

当

及

び

活

動

費

は

、

支

給

し

な

い

。

 

 

（

そ

の

他

）

 

第

九

条

 

こ

の

告

示

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

必

要

な

事

項

は

、

町

長

が

別

に

定

め

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

告

示

は

、

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 


